
令和５年度　選挙管理委員会事務局　行政運営方針

Ⅰ　選挙管理委員会事務局　重点方針一覧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※政策分野と施策は第７次総合計画に基づく。

重点方針№ 政策分野№/名称 施策№/名称

１ 41　行政運営 ３　行政サービスの最適化と利便性向上

【令和５年度　様式】



Ⅱ　重点方針　－施策の方向性と内容－

重
点
方
針
№
１

政策分野41 行政運営 施策３ 行政サービスの最適化と利便性向上

重点方針
－施策の方向性－

　各種選挙事務のより効率的で的確かつ円滑な執行に努め、行政サービスの最適化や利便性の向上を目指します。また、関
係団体等と連携し、投票率向上や若年層の選挙への関心を高めるために、啓発活動等を積極的に推進します。

【重点的取組】
①　選挙管理事務の効率化と有権者の利便性向上への取り組み
　　商業施設への期日前投票所設置など、有権者の投票環境や利便性の向上
に向けた取り組みを継続するとともに、投票・開票事務執行における、シ
ステム機器の導入や事務執行体制の見直しを適宜実施するなど、事務の効
率化と適正な事務運営の維持に取り組みます。

②　市議会議員一般選挙及び市長選挙、県議会議員一般選挙の管理執行
　　任期満了に伴う選挙の執行について、公職選挙法ほか関係法令等の理解
を深めることにより選挙事務の適正な管理執行に努め、併せて、過去の事
務執行の検証と検討を進めることにより事務の効率化を図ります。

③　投票率向上を図る選挙啓発への取り組み
　　県選管、大学のほか各種学校と連携し、若年層への選挙啓発を推進する
など、投票率向上に向けて取り組みます。

【主要事業の一覧】（事業名／担当課／当初予算額）
①　選挙管理委員会に関する事務／選挙管理委員会事務局／5,771万円
②　市議会議員一般選挙及び市長選挙に関する事務／選挙管理委員会事
務局／1億3,260万円
③　県議会議員一般選挙に関する事務／選挙管理委員会事務局／5,465
万円
④　選挙啓発推進運営事業／選挙管理委員会事務局／37万円

【部局間連携】
①　投票・開票事務及び立候補届出受理事務においては、多数の職員の
応援を必要とすることから、総務部人事課、支所・市民センター等と
協議を行い、連携して取り組みます。
　　投票所については、施設の所有者・管理者と協議し、適正に設置・
運営します。

【市民協働・官民連携等】
①　投票所における投票管理者、投票立会人の選任に際しては、各投票
区の実情をよく把握した人選も重要であることから、各町内会、地区
区長会等からの意見等も参考としながら配置します。
　　開票事務、選挙会事務については、開票立会人、選挙立会人の意見
を参考としながら、適正に判断、決定していきます。　
②　適正な選挙運動、投票率向上に向け、県選挙管理委員会、市明るい
選挙推進協議会との連携・協働による各種啓発事業を進めるほか、若
年層への啓発事業として、会津大学及び短期大学の学生による選挙事
務従事を継続します。


